
 
 

 

 

 

 

 

令和６ 年度総会 

【 議案書】  
 

             日時： 令和６ 年４ 月３ ０ 日（ 火）  

                       午後３ 時０ ０ 分～ 

                    会場： 三芳町役場３ 階３ ０ １ 会議室 

 

 

 

 

 

 



 
 

三 芳 町 地 域 公 共 交 通 協 議 会 

総 会 次 第 

                        

                    

 

         

１  開  会 

 

２  会長あいさ つ 

 

３  議  事 

 

  第１ 号議案  令和５ 年度事業報告について 

 

第２ 号議案  令和５ 年度歳入歳出決算及び会計監査報告について 

 

  第３ 号議案  令和６ 年度事業計画（ 案） について 

 

 第４ 号議案  令和６ 年度歳入歳出予算（ 案） について 

 

  

４  そ の 他 

 ・ 地域公共交通計画策定方針について 

 ・ 公共交通ネッ ト ワーク 検討案について 

 

 

５  閉  会 

 

 

 

 



 
 

第１ 号議案 

令和５ 年度事業報告 

 

 

 

 

年 月 内 容 

 

５ 年６ 月 

 

 

 

 

５ 年１ ０ 月 

 

 

 

６ 年２ 月 

 

 

 

 

 

総会 

・ 令和５ 年度事業計画（ 案） について 

・ 令和５ 年度歳入歳出予算（ 案） について 

・ 三芳町地域公共交通計画策定支援業務プロポーザルの結果について（ 報告） 

 

第１ 回協議会 

・ 各種調査の実施について 

・ 町民アンケート 調査項目について 

 

第２ 回協議会 

・ 各種調査結果の報告 
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第２ 号議案 

 令和５ 年度三芳町地域公共交通協議会歳入歳出決算書   
         

1 歳入         

款 項 目 予算額 決算額 差引額 備考 

1 負担金 1 負担金 1 負担金 7, 223, 000 7, 223, 000 0 
三芳町地域公共交通協議会負担

金 

2 補助金 2 補助金 2 補助金 0 0  0   

3 繰越金 4 繰越金 5 繰越金 0 0  0   

4 諸収入 1 雑入 1 雑入 0 145 145 預金利息、 繰戻 

合計 7, 223, 000 7, 223, 145 145   
         

２  歳出         

款 項 目 予算額 決算額 差引額 備考 

1 運営費 

1 会議費 1 会議費 102, 000 79, 170 22, 830 
地域公共交通協議会委員報酬（ 8

人）  

2 事務費 1 事務費 20, 000 11, 841 8, 159 

事務消耗品費（ 協議会会長用角

印購入費、 路線バス乗降客数調

査用 SDカ ード 購入費等）  

協議会連絡用通信運搬費 

2 事業費 1 事業費 1 事業費 7, 101, 000 6, 930, 770 170, 230 
地域公共交通計画策定支援業務委

託料 

3 返還金 1 返還金 1 返還金 0 0 0   

4 予備費 1 予備費 2 予備費 0 0 0   

合計 7, 223, 000 7, 021, 781 201, 219   
         

         

収入済額 7, 223, 145        

支出済額 7, 021, 781        

次年度繰越金 201, 364        

差引額 0        
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第３ 号議案 

令和６ 年度事業計画（ 案）  

 

年 月 内 容 

 

６ 年４ 月 

 

 

 

６ 年６ 月 

 

 

 

６ 年１ ０ 月 

 

 

 

７ 年２ 月 

 

 

総会 

・ 令和６ 年度事業計画（ 案） について 

・ 令和６ 年度歳入歳出予算（ 案） について 

・ 令和５ 年度歳入歳出決算（ 案） について 

第１ 回協議会 

地域公共交通計画の骨子案について 

 

 

第２ 回協議会 

地域公共交通計画素案について 

 

 

第３ 回協議会 

地域公共交通計画最終報告について 
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第４ 号議案 

 

令和６ 年度歳入歳出予算（ 案）  

 

１  歳 入 

款 項 目 本年度予算 説明 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 4, 760, 000 三芳町地域公共交通協議会負担金 

２ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 0  

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 201, 364 前年度繰越金 

４ 諸収入 １ 雑入 １ 雑入 0  

合計 4, 961, 364  

 

２  歳 出 

款 項 目 本年度予算 説明 

１ 運営費 １ 会議費 １ 会議費 
130, 000 地域公共交通協議会委員報酬（ 7 人）  120 千円 

地域公共交通協議会委員報酬振込手数料 10 千円 

１ 運営費 ２ 事務費 １ 事務費 
21, 000 消耗品費（ 事務用品等）  5 千円 

協議会連絡用通信運搬費 16 千円 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 4, 609, 000 地域公共交通計画策定支援業務委託 4, 609 千円 

３ 返還金 １ 返還金 １ 返還金 201, 364 負担金過年度返還金 201 千円 

４ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 0  

合計 4, 961, 364  

 

     上記のと おり 提出し ます。  

     令和６ 年４ 月３ ０ 日 

 

 

                         三芳町地域公共交通協議会 

                         会長 林 伊佐雄 
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【 参考】  

三芳町地域公共交通協議会委員名簿 

                                  （ 令和６ 年度）  

No 委員区分 団体名等 氏名 備考 

１  １ 号 三芳町長 林 伊佐雄  

２  ２ 号 区長会会長 西内 一夫  

３  ２ 号 交通審議会会長 忽滑谷 徹雄  

４  ３ 号 
株式会社ラ イ フ バス 

代表取締役 
照井 誠  

５  ３ 号 
一般社団法人埼玉県バス協会 

専務理事 
関根 肇  

６  ４ 号 
三和富士交通株式会社 

取締役( 埼玉営業所所長)  
内田 雄一郎  

７  ４ 号 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 藤田 貢  

８  ５ 号 富士タ ク シー労働組合 委員長 廣瀬 吾郎  

９  ６ 号 
関東運輸局埼玉運輸支局 

（ 輸送担当） 首席運輸企画専門官 
坂井 貴夫   

１ ０  ７ 号 
埼玉県企画財政部交通政策課 

交通企画・ バス担当 主査 
島根 淳  

１ １  ８ 号 埼玉県川越県土整備事務所 副所長 金子 岳志  

１ ２  ９ 号 東入間警察署 交通課長 永山 翼  

１ ３  １ ０ 号 流通経済大学 教授 板谷 和也  

１ ４  １ １ 号 三芳町商工会 会長 山田 政弘  
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１ ５  １ １ 号 三芳町社会福祉協議会 会長 篠原 拓平  

１ ６  １ １ 号 三芳町財政デジタ ル推進課長 小池 雅葵  

１ ７  １ １ 号 三芳町道路交通課長 若林 崇幸  

１ ８  １ １ 号 三芳町都市計画課長 井上 忠相  

１ ９  １ １ 号 三芳町福祉課長 西山 大介  

                                    （ 敬称略）  

                            【 令和６ 年４ 月３ ０ 日現在】  
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【 参考】  

   三芳町地域公共交通協議会規約 

（ 目的）  

第１ 条 三芳町地域公共交通協議会（ 以下「 協議会」 と いう 。） は、 道路運送法（ 昭和２ ６ 年

法律第１ ８ ３ 号） の規定に基づき 、 地域における需要に応じ た住民の生活に必要なバス等

の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を 図り 、 地域の実情に即し た輸送サービスの実

現に必要と なる事項を協議すると と も に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（ 平

成１ ９ 年法律第５ ９ 号） 第６ 条第１ 項に基づき 、 三芳町地域公共交通計画（ 以下「 計画」

と いう 。） の策定及び実施に関する協議を 行い、 交通政策を 推進するこ と を目的と する。  

 （ 事務所）  

第２ 条 協議会の事務所は、 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保１ １ ０ ０ 番地１ 、 三芳町役場内

に置く 。  

 （ 協議事項等）  

第３ 条 協議会は、 次に掲げる事項を 協議し 、 関係する事業を実施する。  

( 1)  地域の実情に応じ た適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・ 料金等に関する事項 

( 2)  町が運営する有償運送の必要性及び旅客から 収受する対価に関する事項 

( 3)  計画の作成及び変更の協議に関するこ と  

( 4)  計画に位置付けら れた事業の実施に関するこ と  

( 5)  前各号に掲げるも ののほか、 当協議会の目的を 達成するために必要なこ と  

 （ 組織）  

第４ 条 協議会の委員は、 次に掲げる者で構成する。  

 ( 1)  三芳町長又はその指名する者 

( 2)  住民又は利用者の代表 

( 3)  一般乗合旅客自動車運送事業者 

( 4)  一般乗用旅客自動車運送事業者 

( 5)  一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体 

( 6)  国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長の指名する職員 

( 7)  埼玉県知事の指名する職員 

( 8)  埼玉県川越県土整備事務所長の指名する職員 

( 9)  埼玉県警察 

( 10)  学識経験者 

( 11)  前各号に掲げるも ののほか、 協議会が必要と 認める者 

２  協議会に次の役員を置く こ と と し 、 相互に兼ねるこ と はでき ないも のと する。  

( 1)  会長 １ 人 

( 2)  副会長 １ 人 
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( 3)  監事 ２ 人 

３  会長は、 三芳町長又はその指名する者と する。  

４  副会長は、 委員の中から 会長が指名する。  

５  監事は、 委員の中から 会長が選任する。  

 （ 役員の職務）  

第５ 条 会長は、 協議会を 代表し 、 会務を総理する。  

２  副会長は、 会長を 補佐し 、 会長に事故があると き 、 又は会長が欠けたと き は、 その職務

を 代理する。  

３  監事は、 協議会の会計監査を 行う も のと し 、 その結果を 会長に報告する。  

（ 任期）  

第６ 条 委員の任期は、 ３ 年を 超えない範囲の年度末までと し 、 再任を 妨げない。  

２  補欠による委員の任期は、 前任者の残任期間と する。  

３  委員の任期が満了し たと き は、 当該委員は、 後任者が委嘱又は任命さ れるまで引き 続き

その職務を行う も のと する。  

 （ 会議）  

第７ 条 協議会の会議（ 以下「 会議」 と いう 。） は会長が招集し 、 会長が議長と なる。  

２  会議は、 委員の過半数が出席し なければ、 開く こ と ができ ない。  

３  委員は、 やむを 得ない理由により 会議を 欠席する場合、 代理の者を 出席さ せるこ と がで

き るこ と と し 、 あら かじ め会長に代理の者の氏名等を 報告するこ と により 、 その代理の者

の出席を 持っ て当該委員の出席と みなす。  

４  会議の議決の方法は、 出席し た委員の過半数を も っ て決し 、 可否同数のと き は、 議長の

決すると こ ろ による。  

５  会議は原則と し て公開と する。 ただし 、 会議を 公開するこ と により 公正かつ円滑な議事

運営に支障が生じ ると 認めら れると き には非公開で行う も のと する。  

６  協議会は、 必要があると 認めると き は、 委員以外の者を 会議に出席さ せて意見を 聴く こ

と ができ る。  

７  前各項に定めるも ののほか、 会議の運営に関し 必要な事項は、 会長が別に定める。  

８  前各項の規定にかかわら ず、 会議の開催が困難な場合には、 書面による開催ができ るも

のと する。  

 （ 協議結果の尊重義務）  

第８ 条 協議会で協議が整っ た事項については、 協議会の構成員はその協議結果を 尊重し な

ければなら ない。  

 （ 分科会）  

第９ 条 協議会は、 第３ 条各号に定める事項について、 専門的な調査、 検討を 行う ため、 必

要に応じ 協議会に分科会を置く こ と ができ る。  
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２  分科会の組織、 運営その他必要な事項は会長が別に定める。  

 （ 事務局）  

第１ ０ 条 協議会の業務を 処理するため、 協議会に事務局を 置く 。  

２  事務局は、 三芳町政策推進室に置く 。  

３  事務局に関し 必要な事項は、 会長が別に定める。  

 （ 経費）  

第１ １ 条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入を も っ て充てる。  

 （ 財務に関する事項）  

第１ ２ 条 協議会の予算編成、 現金の出納その他財務に関し 必要な事項は、 会長が別に定め

る。  

（ 報酬及び費用弁償）  

第１ ３ 条 委員等が協議会等に出席し たと き には、 予算の範囲内で報酬を 支給するこ と がで

き る。  

２  委員等が職務のために要し た旅費等の費用は、 予算の範囲内で弁償するこ と ができ る。  

３  報酬及び旅費等の支給について は、 三芳町の例によるも のと する。  

 （ 協議会が解散し た場合の措置）  

第１ ４ 条 協議会が解散し た場合には、 協議会の収支は、 解散の日をも っ て打ち切り 、 会長

がこ れを 決算する。  

 （ その他）  

第１ ５ 条 こ の規約に定めるも ののほか、 協議会の運営に関し て必要な事項は、 会長が協議

会に諮っ て定める。  

   附 則 

 （ 施行期日）  

１  こ の規約は、 令和５ 年４ 月１ 日から 施行する。  
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